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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に形成された膜の表面形状を計測する表面形状計測装置であって、
　光源からの広帯域光を計測光と参照光とに分割し、計測光を前記基板上の面に斜入射さ
せ、参照光を参照ミラーに斜入射させる照射系と、
　前記基板上の面で反射した計測光と前記参照ミラーで反射した参照光とを合成し、光電
変換素子に導く受光系と、
　前記光電変換素子で検出される前記計測光と前記参照光との干渉光の信号に基づいて、
前記膜の表面形状を算出する演算手段と、
を備え、
　前記計測光の前記膜の表面への入射角度および前記参照光の前記参照ミラーへの入射角
度は、それぞれブリュースター角よりも大きく、
　前記膜を透過し、前記膜と基板との境界面に入射する計測光の入射角度はブリュースタ
ー角よりも小さく、
　前記計測光と前記参照光のそれぞれのｓ偏光の強度とｐ偏光の強度が等しいことを特徴
とする表面形状計測装置。
【請求項２】
　前記光源からの広帯域光に含まれるｓ偏光とｐ偏光との強度比を調整する偏光調整手段
を備えることを特徴とする請求項１記載の表面形状計測装置。
【請求項３】
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　前記照射系は位相板を有し、
　前記偏光調整手段は前記位相板を回転させる駆動部を有し、前記駆動部で前記位相板を
回転させることによって前記強度比を調整することを特徴とする請求項２記載の表面形状
計測装置。
【請求項４】
　基板に形成された膜の表面形状を計測する表面形状計測装置であって、
　光源からの広帯域光を計測光と参照光とに分割し、計測光を前記基板上の面に斜入射さ
せ、参照光を参照ミラーに斜入射させる照射系と、
　前記基板上の面で反射した計測光と前記参照ミラーで反射した参照光とを合成し、光電
変換素子に導く受光系と、
　前記光電変換素子で検出される前記計測光と前記参照光との干渉光の信号に基づいて、
前記膜の表面形状を算出する演算手段と、
を備え、
　前記計測光の前記膜の表面への入射角度および前記参照光の前記参照ミラーへの入射角
度は、それぞれブリュースター角よりも大きく、
　前記膜を透過し、前記膜と基板との境界面に入射する計測光の入射角度はブリュースタ
ー角よりも小さく、
　前記照射系は、前記光源からの広帯域光に含まれる所定方向の直線偏光を透過する第１
の偏光板を有し、
　その所定方向の直線偏光は、ｓ偏光およびｐ偏光を含むことを特徴とする表面形状計測
装置。
【請求項５】
　前記受光系は、前記膜の表面で反射した計測光および前記基板の表面で反射した計測光
ならびに前記参照ミラーで反射した参照光に含まれる前記所定方向の直線偏光を透過する
第２の偏光板を有する
ことを特徴とする請求項４記載の表面形状計測装置。
【請求項６】
　前記所定方向は、＋４５°方向または－４５°方向であることを特徴とする請求項４記
載の表面形状計測装置。
【請求項７】
　基板に形成された膜の表面形状を計測する表面形状計測装置であって、
　光源からの広帯域光を計測光と参照光とに分割し、計測光を前記基板上の面に斜入射さ
せ、参照光を参照ミラーに斜入射させる照射系と、
　前記基板上の面で反射した計測光と前記参照ミラーで反射した参照光とを合成し、光電
変換素子に導く受光系と、
　前記光電変換素子で検出される前記計測光と前記参照光との干渉光の信号に基づいて、
前記膜の表面形状を算出する演算手段と、
を備え、
　前記計測光の前記膜の表面への入射角度および前記参照光の前記参照ミラーへの入射角
度は、それぞれブリュースター角よりも大きく、
　前記膜を透過し、前記膜と基板との境界面に入射する計測光の入射角度はブリュースタ
ー角よりも小さく、
　前記照射系は、前記光源からの広帯域光に含まれる所定方向の直線偏光を透過する第１
の偏光板と、その第１の偏光板を透過した光を透過する第１の波長板と、を有し、
前記受光系は、前記膜の表面で反射した計測光および前記基板の表面で反射した計測光な
らびに前記参照ミラーで反射した参照光を透過する第２の波長板を有することを特徴とす
る表面形状計測装置。
【請求項８】
　前記受光系は、前記第２の波長板を透過した光に含まれる前記所定方向の直線偏光を透
過する第２の偏光板を有することを特徴とする請求項７記載の表面形状計測装置。
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【請求項９】
　前記第１の波長板は、λ／４板であることを特徴とする請求項７記載の表面形状計測装
置。
【請求項１０】
　基板に形成された膜の表面形状を計測する表面形状計測装置であって、
　光源からの広帯域光を計測光と参照光とに分割し、計測光を前記基板上の面に斜入射さ
せ、参照光を参照ミラーに斜入射させる照射系と、
　前記基板上の面で反射した計測光と前記参照ミラーで反射した参照光とを合成し、光電
変換素子に導く受光系と、
　前記光電変換素子で検出される前記計測光と前記参照光との干渉光の信号に基づいて、
前記膜の表面形状を算出する演算手段と、
を備え、
　前記計測光の前記膜の表面への入射角度および前記参照光の前記参照ミラーへの入射角
度は、それぞれブリュースター角よりも大きく、
　前記膜を透過し、前記膜と前記基板との境界面に入射する計測光の入射角度はブリュー
スター角よりも小さく、
　前記膜と前記基板との境界面で反射した計測光と前記参照光との干渉光の信号が低減す
るように、前記光源からの広帯域光に含まれるｓ偏光とｐ偏光との強度比が調整されてい
ることを特徴とする表面形状計測装置。
【請求項１１】
　原版のパターンで基板を露光する露光装置において、
請求項１乃至１０のいずれか一項記載の表面形状計測装置を備えることを特徴とする露光
装置。
【請求項１２】
　原版のパターンで基板を露光する露光装置において、
　光を前記基板に形成された膜の表面に斜入射させて、その膜の表面で反射した光の位置
を検出することで、前記膜の表面形状を計測する第１の表面形状計測ユニットと、
　第２の表面形状計測ユニットとしての、請求項１乃至１０のいずれか一項記載の表面形
状計測装置と、
を備え、
　前記第１の表面形状計測ユニットの計測結果の較正を、前記第２の表面形状計測ユニッ
トの計測結果に基いて行うことを特徴とする露光装置。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載の露光装置によって基板を露光するステップと、
　前記露光された基板を現像するステップと、
を有するデバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面形状計測装置、及び露光装置に関するものである。具体的には、膜（例
えばレジスト等の感光剤）が塗布されたウエハの表面形状計測装置などに適用できる。ま
た、別の実施形態として、露光装置に係り、特に、半導体ウエハ用の単結晶基板、液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）用のガラス基板などの被処理体を投影露光する露光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表面形状計測装置とそれを具備した装置の背景技術として、特に、高い表面形状計測精
度が要求される半導体露光装置の例を用いて説明する。
【０００３】
　フォトリソグラフィー（焼き付け）技術を用いて半導体メモリや論理回路などの微細な
半導体素子又は液晶表示素子を製造する際、レチクル（マスク）に描画された回路パター
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ンを投影光学系によってウエハ等に投影して転写する投影露光装置が使用されている。
【０００４】
　投影露光装置においては、半導体素子の高集積化に伴い、より高い解像力でレチクルの
回路パターンをウエハに投影露光することが要求されている。投影露光装置で転写できる
最小の寸法（解像度）は、露光に用いる光の波長に比例し、投影光学系の開口数（ＮＡ）
に反比例する。従って、露光波長を短くすればするほど解像力は向上する。このため、近
年の光源は、超高圧水銀ランプ（ｇ線（波長約４３６ｎｍ）、ｉ線（波長約３６５ｎｍ）
）から波長の短いＫｒＦエキシマレーザー（波長約２４８ｎｍ）やＡｒＦエキシマレーザ
ー（波長約１９３ｎｍ）になり、液浸露光の実用化検討も進んでいる。更に、露光領域の
一層の拡大も要求されている。
【０００５】
　これらの要求を達成するために、略正方形形状の露光領域をウエハに縮小して一括露光
するステップ・アンド・リピート方式の露光装置（「ステッパー」とも呼ばれる）から、
露光領域を矩形のスリット形状としてレチクルとウエハを相対的に高速走査し、大画面を
精度よく露光するステップ・アンド・スキャン方式の露光装置（「スキャナー」とも呼ば
れる）が主流になりつつある。
【０００６】
　スキャナーでは、露光中において、ウエハの所定の位置が露光スリット領域に達する前
に、光斜入射系の表面位置検出手段で前記ウエハ位置における表面位置（投影光学系の光
軸方向の位置、フォーカスとも記す）を計測し、前記ウエハ位置を露光する際にウエハ表
面を最適な露光結像位置に合わせ込む補正を行っている。
【０００７】
　特に、露光スリットの長手方向（即ち、走査方向と垂直方向）には、ウエハの表面位置
の高さ（フォーカス）だけではなく、表面の傾き（チルト）を計測するために、露光スリ
ット領域に複数の計測点を有している。かかるフォーカス及びチルトの計測方法は数々提
案されている。例えば、ウエハの面位置の計測方法として、光学式のセンサを使用した「
特許文献１」や「特許文献２」、空気をウエハに吹き付けて、面位置を計測するガスゲー
ジセンサを使用した「特許文献３」や、静電容量センサを使用した例などが挙げられる。
【特許文献１】特開平０６－２６０３９１号
【特許文献２】米国特許第６２４９３５１号
【特許文献３】特表２００６－５１４７４４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、近年では露光光の短波長化及び投影光学系の高ＮＡ化が進み、焦点深度が極め
て小さくなり、露光すべきウエハ表面を最良結像面に合わせ込む精度、所謂、フォーカス
精度もますます厳しくなってきている。特に、ウエハ上のパターンの影響やウエハに塗布
されたレジストの厚さむらに起因する表面位置検出手段の計測誤差が無視することができ
なくなってきている。
【０００９】
　例えば、レジストの厚さむらによって、周辺回路パターンやスクライブライン近傍には
、焦点深度と比べれば小さいものの、フォーカス計測にとっては大きな段差が発生してい
る。このため、レジスト表面の傾斜角度が大きくなり、表面位置検出手段の検出する反射
光の内、レジスト裏面からの反射光が反射や屈折によって正反射角度からずれを生じてし
まう。また、ウエハ上パターンの粗密の違いによって、パターンが密な領域と粗な領域と
では、反射率に差が生じてしまう。このように、表面位置検出手段が検出する反射光の内
、レジスト裏面からの反射光の反射角や反射強度が変化するため、かかる反射光を検出し
た検出波形に非対称性が発生して計測誤差を生じてしまうことになる。
【００１０】
　図１９には、特許文献１などによる光学式センサの場合に、反射率に差のある基板上Ｓ
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Ｂ上に計測光ＭＭが照射されている模式図を示している。計測光は、角度Ａだけ反射率の
境界線に対して傾いている場合を示しており、計測方向はα’方向になる。ここで反射光
の強度分布に関して、β’方向の３つの断面、すなわち、ＡＡ’断面、ＢＢ’断面、ＣＣ
’断面における反射光の強度分布を図２０に示す。同図のように、反射率が一様な領域で
ある、ＡＡ’面とＣＣ’面においては、反射光の対称性は良いものの、反射率に分布のあ
る領域ＢＢ’面は、非対称な反射光のプロファイルとなり、その重心がずれることにより
、計測誤差を生じることになる。これにより、その反射光を受光した際の検出波形に非対
称性が生じたり、検出波形のコントラストが著しく低下したりして、ウエハ表面位置を正
確に計測することが困難になる。その結果、大きなデフォーカスを生じてしまい、チップ
不良を発生させてしまうことになる。
【００１１】
　このように、ウエハ上パターンによってレジスト表裏面の干渉により、反射光強度が変
化してしまうため、その反射光を受光して正確なウエハ表面の位置を検出することが困難
となってしまう場合がある。
【００１２】
　特許文献２のように、斜めから基板に光を照射して、その干渉信号から基板の形状を計
測する装置（図２３に構成図を示す）においては、受光系で受光する光にはレジスト表面
からの反射光とともにレジスト裏面からの反射光が含まれる。このため、正確なレジスト
表面の形状計測が困難になるという問題が発生する。図２１は従来例図２３に基づいて、
アクチュエータ３９７により、サンプル表面に垂直方向に走査した場合に得られる干渉信
号を示したものである。図２１の干渉信号は図２２のようなウエハ上パターンが無く、レ
ジストのみ塗布された構造のサンプルを計測した場合の干渉信号である。受光する光には
レジスト表面反射光とともにレジスト裏面反射光が含まれるため、得られる干渉信号にお
いても、レジスト表面反射光の干渉にレジスト裏面で反射した光の干渉の影響が重なり合
って計測される。このため、レジスト表面の反射光だけを使用してレジスト表面の高さ情
報を正確に検出することは困難である。そこで、レジスト表面と裏面からの反射光を区別
して計測する方法として、特許文献２では、基板への入射角度を大きくすることで、レジ
スト表面からの反射率を高くする方法が提案されている。これにより、基板上のレジスト
表面からの反射光を、レジスト裏面からの反射光に対して、相対的に強くすることができ
るとしている。
【００１３】
　しかしながら、ＡｌやＣｕなどの高反射率基板構造の場合、レジスト裏面（レジスト／
基板界面）の反射率が高く、基板への光の入射角度を大きくしてもレジスト裏面からの反
射光の影響を十分に抑制することができない。このため、レジスト表面形状の計測値には
誤差が発生するという課題が存在する。
【００１４】
　また更に、特許文献３のようなガスゲージセンサを使用する場合、ガスに混入している
微小なパーティクルをウエハ上に吹き付けてしまう、あるいは、極端紫外光を用いたＥＵ
Ｖ露光装置など真空中で動作する露光装置において真空度を落とすため使用出来ないとい
う固有の課題がある。
【００１５】
　そこで、本発明は、基板の反射率分布や薄膜干渉よる影響を受けずに、高精度に面形状
を計測できる表面形状計測装置を提供することを目的とし、特にそれを具備した露光装置
及び方法を提供することを例示的目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の１つの側面としての表面形状計測装置は、基板に形成された膜の表面形状を計
測する表面形状計測装置であって、光源からの広帯域光を計測光と参照光とに分割し、計
測光を前記基板上の面に斜入射させ、参照光を参照ミラーに斜入射させる照射系と、前記
基板上の面で反射した計測光と前記参照ミラーで反射した参照光とを合成し、光電変換素
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子に導く受光系と、
　前記光電変換素子で検出される前記計測光と前記参照光との干渉光の信号に基づいて、
前記膜の表面形状を算出する演算手段と、を備え、前記計測光の前記膜の表面への入射角
度および前記参照光の前記参照ミラーへの入射角度は、それぞれブリュースター角よりも
大きく、前記膜を透過し、前記膜と基板との境界面に入射する計測光の入射角度はブリュ
ースター角よりも小さく、前記計測光と前記参照光のそれぞれのｓ偏光の強度とｐ偏光の
強度が等しいことを特徴とする。
　本発明の別の側面としての表面形状計測装置は、基板に形成された膜の表面形状を計測
する表面形状計測装置であって、光源からの広帯域光を計測光と参照光とに分割し、計測
光を前記基板上の面に斜入射させ、参照光を参照ミラーに斜入射させる照射系と、
　前記基板上の面で反射した計測光と前記参照ミラーで反射した参照光とを合成し、光電
変換素子に導く受光系と、前記光電変換素子で検出される前記計測光と前記参照光との干
渉光の信号に基づいて、前記膜の表面形状を算出する演算手段と、を備え、前記計測光の
前記膜の表面への入射角度および前記参照光の前記参照ミラーへの入射角度は、それぞれ
ブリュースター角よりも大きく、前記膜を透過し、前記膜と基板との境界面に入射する計
測光の入射角度はブリュースター角よりも小さく、前記照射系は、前記光源からの広帯域
光に含まれる所定方向の直線偏光を透過する第１の偏光板を有し、その所定方向の直線偏
光は、ｓ偏光およびｐ偏光を含むことを特徴とする。
　本発明の別の側面としての表面形状計測装置は、基板に形成された膜の表面形状を計測
する表面形状計測装置であって、光源からの広帯域光を計測光と参照光とに分割し、計測
光を前記基板上の面に斜入射させ、参照光を参照ミラーに斜入射させる照射系と、前記基
板上の面で反射した計測光と前記参照ミラーで反射した参照光とを合成し、光電変換素子
に導く受光系と、前記光電変換素子で検出される前記計測光と前記参照光との干渉光の信
号に基づいて、前記膜の表面形状を算出する演算手段と、を備え、前記計測光の前記膜の
表面への入射角度および前記参照光の前記参照ミラーへの入射角度は、それぞれブリュー
スター角よりも大きく、前記膜を透過し、前記膜と基板との境界面に入射する計測光の入
射角度はブリュースター角よりも小さく、前記照射系は、前記光源からの広帯域光に含ま
れる所定方向の直線偏光を透過する第１の偏光板と、その第１の偏光板を透過した光を透
過する第１の波長板と、を有し、前記受光系は、前記膜の表面で反射した計測光および前
記基板の表面で反射した計測光ならびに前記参照ミラーで反射した参照光を透過する第２
の波長板を有することを特徴とする。
　本発明の別の側面としての表面形状計測装置は、基板に形成された膜の表面形状を計測
する表面形状計測装置であって、光源からの広帯域光を計測光と参照光とに分割し、計測
光を前記基板上の面に斜入射させ、参照光を参照ミラーに斜入射させる照射系と、前記基
板上の面で反射した計測光と前記参照ミラーで反射した参照光とを合成し、光電変換素子
に導く受光系と、前記光電変換素子で検出される前記計測光と前記参照光との干渉光の信
号に基づいて、前記膜の表面形状を算出する演算手段と、を備え、前記計測光の前記膜の
表面への入射角度および前記参照光の前記参照ミラーへの入射角度は、それぞれブリュー
スター角よりも大きく、前記膜を透過し、前記膜と前記基板との境界面に入射する計測光
の入射角度はブリュースター角よりも小さく、前記膜と前記基板との境界面で反射した計
測光と前記参照光との干渉光の信号が低減するように、前記光源からの広帯域光に含まれ
るｓ偏光とｐ偏光との強度比が調整されていることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、入射角度がブリュースター角よりも大きい場合にｐ偏光の位相が変化
する特徴を利用してレジスト裏面からの反射光の影響を抑制することで、光学的計測の際
に発生する計測誤差を低減することができる。このため、本発明は、正確にレジスト等の
膜表面の面位置を計測できる表面形状計測装置を提供することができる。また、これによ
り、小さな焦点深度に対して高いフォーカス精度を実現し、歩留まりの向上を達成する露
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光装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（実施の形態１）
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、各図に
おいて、同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
【００１９】
　図１は、本発明の一側面としての表面形状計測装置２００の構成を示す概略図である。
表面形状計測装置２００は、計測対象物である表面に膜の形成された基板３の膜表面の高
さ方向（Ｚ方向）の位置を検出する装置であり、以下のように構成される。すなわち、広
帯域光を発するハロゲンランプまたは、ＬＥＤ（所謂白色ＬＥＤを含む）による光源１と
、光を分岐させるためのビームスプリッタ２ａと、計測対象物３を保持する基板チャック
ＣＫが配置される。さらに、計測対象物の位置を位置合わせするＺステージ５、Ｙステー
ジ６、Ｘステージ７と、参照ミラー４と、参照ミラー４で反射した光と基板３で反射した
光を合波させるためのビームスプリッタ２ｂと、ＣＣＤ又はＣＭＯＳなどの撮像素子８を
加えた構成となる。なお、本実施形態では、基板３の表面にはレジストが膜として形成さ
れている。
【００２０】
　以下、各構成要素の機能ならびに好ましい実施形態について説明を行う。図１において
、光源１を発した光は、ビームスプリッタ２ａでほぼ半分の光量の二つの光に分離され、
同じ入射角度θで基板３と参照ミラー４にそれぞれ入射する。
【００２１】
　ここで、光源１の波長の帯域としては、４００ｎｍから８００ｎｍの波長が好ましい。
但し、波長帯域は、この範囲に限らず、１００ｎｍ以上の帯域が好ましく、基板３上にレ
ジストが構成さている場合は、レジストの感光を防ぐ目的で、紫外線（３５０ｎｍ）以下
の波長の光を、基板３上には照射しない方が好ましい。
【００２２】
　ビームスプリッタ２ａとしては、金属膜や、誘電体多層膜など膜をスプリット膜とした
キューブ型のブームスプリッタや、１μｍから５μｍ程度の厚さの薄い膜（材質はＳｉＣ
やＳｉＮなど）で構成されるペリクル型ビームスプリッタを使用することも出来る。
【００２３】
　ビームスプリッタ２ａで分割された計測光と参照光のうち、計測光は基板３上に照射さ
れ、基板３で反射した後、ビームスプリッタ２ｂに入射する。一方、参照光は参照ミラー
４上に照射され、参照ミラー４で反射した後、ビームスプリッタ２ｂに入射する。参照ミ
ラー４としては、面精度が１０ｎｍから２０ｎｍ程度のガラス平面ミラーを使用すること
が好ましい。
【００２４】
　基板３で反射した計測光と参照ミラー４で反射した参照光は、ビームスプリッタ２ｂで
合成され、共に撮像素子８で受光される。撮像素子８の受光面上には、基板３で反射した
計測光と参照ミラー４で反射した参照光が重なった干渉光が入射する。なお、ビームスプ
リッタ２ｂは、ビームスプリッタ２ａと同じものを使用することができる。
【００２５】
　本実施形態においては基板３と参照ミラー４への入射角度、参照ミラー４の物性、光の
偏光状態の三点が、基板上の膜の裏面からの反射光の影響を抑制するための重要なポイン
トとなる。以下、そのポイントについて説明する。
【００２６】
　まず、本実施形態では、参照光と計測光をそれぞれ参照ミラー４と基板３の膜表面に対
し、ブリュースター角以上の入射角で入射させている。入射光は、その入射角がブリュー
スター角（偏光角とも呼ばれる）以上の場合、反射光のｐ偏光成分の位相が反転する特徴
がある。図２を用いてこの特徴について説明する。図２は、図３の構造に基づいたｓ偏光



(8) JP 5084558 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

とｐ偏光の入射角に対する振幅反射率の変化を表している。ここで、レジストの屈折率（
５５０ｎｍの波長の光に対する値）は１．５として計算した。図２より、レジストへの入
射角θの変化に対してｓ偏光の振幅反射率は負であるのに対して、ｐ偏光の振幅反射率は
入射角度が約５７度の時に０となり、符号が正から負へと変化することが分かる。このｐ
偏光の振幅反射率が０となる時の入射角度をブリュースター角あるいは偏光角と呼ぶ。入
射角度がブリュースター角以上の場合には、ｓ偏光とｐ偏光の符号は共に負となり、同位
相になるという特徴がある。
【００２７】
　続いて、ＡｌやＣｕなどの高反射率基板の構造を図４に示す。なお、高反射率基板とは
、基板そのものが高反射率である場合のほか、例えばＳｉ基板上に高反射率の膜が形成さ
れているものも含む。また、図４の高反射率基板構造の場合における反射光のｓ偏光成分
とｐ偏光成分の位相変化を図５に示す。図５（Ａ）のように、レジスト表面への入射角度
θがブリュースター角以上の時、レジスト表面から反射した光のｐ偏向成分の位相は反転
し、ｓ偏光成分とｐ偏光成分が同位相となる。一方、スネルの法則より、レジストの屈折
角θ’はレジスト表面への入射角度に比べて小さくなり、基板に対する入射角度はブリュ
ースター角以下となる。このため、図５（Ｂ）のようにレジスト裏面（レジスト／基板界
面）から反射した光のｓ偏光成分とｐ偏光成分には大きさがおよそπの位相差が生じる。
【００２８】
　参照ミラー４においては、ブリュースター角以上の入射角度で光を入射させて、図５（
Ａ）に示すように反射した光のｓ偏光成分とｐ偏光成分を同位相とする。また、干渉信号
のコントラストなどの観点から、参照ミラー４の基板および基板上の膜には、基板３上の
レジスト等の膜に近い屈折率をもつＳｉＯ２やＳｉＮ、ＳｉＣなどの材料を使用すること
が好ましい。なお、白色干渉の可干渉距離は数μｍと短いことから、参照ミラーには裏面
で反射した光が干渉しないように、数μｍ以上の厚さの基板を使用すると良い。又は、測
定対象基板上の膜に近い屈折率の膜を数μｍ以上の厚さで成膜した基板を使用するとよい
。
【００２９】
　図６に、図４の基板構造に入射角８０度で入射させた場合に計測される干渉信号のシミ
ュレーション波形を示す。シミュレーションでは、レジストの膜厚を２μｍとすることで
、レジスト表面の反射光による干渉信号とレジスト裏面の反射光による干渉信号とを分離
させている。レジスト表面からの反射光と参照ミラーからの反射光は同位相であるため、
レジスト表面反射光の干渉信号のｓ偏光成分とｐ偏光成分に位相ずれは生じない。一方で
レジスト裏面反射光からの干渉信号は、レジスト裏面からの反射光と参照ミラーからの反
射光で位相差πが生じるため、ｓ偏光成分とｐ偏光成分の干渉信号波形の位相は反転する
。このため、計測光と参照光がそれぞれ強度の等しいｓ偏光とｐ偏光をもつように調整す
ることで、レジスト裏面からの反射信号のｓ偏光成分とｐ偏光成分とが打ち消し合い、レ
ジスト裏面反射光の信号強度を低減させることができる。
【００３０】
　以上より、ブリュースター角以上の入射角度θ、レジストに近い屈折率の材料を使用し
た参照ミラー４、無偏光の三つの条件を満たすことで正確に基板表面の面位置を計測する
ことができる。
【００３１】
　一般に、光源からの光には偏りが存在する。また干渉計においては、仮に、光源からの
光のｓ偏光とｐ偏光の強度が等しい場合であっても、ビームスプリッタによる光の反射率
と透過率の違いなどから、レジスト裏面反射光の干渉信号のｓ偏光とｐ偏光の強度を完全
に一致させることは困難である。これにより、例えば無偏光での入射の場合には、レジス
ト裏面反射光の干渉信号は完全には打ち消し合わず、正確なレジスト表面位置の計測を妨
げる原因となってしまう場合がある。以下、本実施形態における光の偏光状態の好ましい
調整方法について説明する。
【００３２】
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　計測基板上の薄膜（この場合レジスト）と同じか、屈折率が同等の膜を、数μｍの膜厚
で成膜した基板を、本装置上に搭載して、レジスト裏面反射光の干渉信号の影響が最も小
さくなるようにｓ偏光とｐ偏光の強度比を調整するようにしている。ここで、前記強度比
の調整に用いる基板の材料としては、実際に半導体プロセスで使用する材料を用いること
が必要である。具体的にはＳｉ、Ａｌ、Ｗ、Ｃｕが現在使用されている材料である。本発
明においては、例えばＳｉ基板を用いて調整を行うことで、現状の半導体プロセスで使用
される材料が基板となった場合に、本発明の効果が発揮されると考えられる。尚、将来的
にＳｉとは異なる材料が半導体プロセスの基板の材料として使用される場合には、その材
料を基板として用いて調整を行うことで本発明の目的を達成することは自明である。ここ
で、Ｓｉ以外の材料の基板を用いた場合には前記強度比の調整状態が変化する可能性があ
り、ニ種類以上複数の切り替え可能な偏光調整素子を構成して、基板に応じて挿入して使
用し、前記強度比の調整を行うことで本発明の目的を達成することができる。
【００３３】
　図１では不図示であるが、アクロマティックλ／２板が、光源１とビームスプリッタ２
ａの間に、光源１から発せられた光の偏光状態の調整手段として設けられている。アクロ
マティックλ／２板は、リターデーション特性の異なる二種類の結晶材料のエアスペース
構成で組み合わせることにより、光源１の波長域において直交する偏光成分の間にλ／２
の位相差を与えるものであり、市販されているものを使用することができる。更に、λ／
２板には、不図示の回転駆動部が設けられており、λ／２板を回転させながら、レジスト
裏面反射光の干渉信号の強度比を調整する。この調整方法においては、厚いレジストの構
造の基板を使用することで、斜入射白色干渉計のレジスト表面反射光の干渉信号とレジス
ト裏面反射光の干渉信号とを分離させることができる。また、基板を搭載する替わりに、
ウエハステージ上に設けられた基準マーク３９上に計測対象基板上の膜に近い屈折率の膜
を数μｍ以上の厚さで成膜した構造を作製しておいて、この基準マークを使用して、上述
の偏光状態の調整をすることも出来る。このように、分離させたレジスト裏面反射光の干
渉信号の前記強度比を調整することで、レジスト裏面反射光の干渉信号の影響を抑制する
ことが可能となる。薄膜表面の形状を計測する場合には、入射角度が大きいほど膜の表面
の反射率が高いため、入射角度は大きい方が好ましい。具体的には入射角度は７０度以上
が好ましい実施形態と言える。なお、入射角度が９０度に近くなると、光学系の組立てが
難しくなるという問題が生じる。
【００３４】
　続いて、干渉信号の取得方法について説明する。図１において、基板３は基板チャック
Ｃｋで保持され、Ｚステージ５、Ｙステージ６、Ｘステージ７上に設置されている。図７
のような干渉信号を撮像素子８で得るために、Ｚステージ５を駆動させ、基板３上の反射
点に対応する撮像素子８の各画素の光強度を不図示の記憶装置に記憶するようにしている
。また、基板３の計測領域を変更させる場合には、Ｘステージまたは、Ｙステージを使用
して、所望の領域が撮像素子８の受光領域に位置するように位置合わせした後に、上述の
計測を行うようにしている。なお、図１には図示しなかったが、Ｘステージ、Ｙステージ
、Ｚステージの位置を正確に制御するために、レーザー干渉計をＸ、Ｙ、Ｚ軸および、ω
ｘ、ωｙのチルト軸の５軸分設けるようにする。そして、レーザー干渉計の出力を元にク
ローズドループ制御を行うようにすることで、より高い精度で形状計測を行うことが出来
る。また、基板３を、複数領域に分けて計測し、基板３全体のグローバルな形状計測を必
要とする場合、レーザー干渉計を使った方が、より正確に形状データのつなぎ合わせ（ス
テッチィング）が出来るため、好ましい構成と言える。
【００３５】
　続いて、撮像素子８で取得され、記憶装置に記憶された干渉信号を信号処理して、基板
３の形状を求める方法について説明する。撮像素子８におけるある画素での干渉信号を図
７に示す。この干渉信号はインターフェログラムとも呼ばれており、図７の横軸はＺ軸測
長干渉計（測長センサとしては、静電容量センサでも良い）による計測値（Ｚステージ位
置）、縦軸が撮像素子８の出力である。干渉信号の信号ピークの位置を算出し、それに対
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応したＺ軸測長干渉計による計測値がその画素での高さ計測値となる。撮像素子８の全画
素で高さを計測することで、基板３の三次元形状計測が可能となる。信号ピーク位置の算
出としては、信号ピークの位置およびその前後の数点のデータを元に曲線（例えば２次関
数）近似することで、図７の横軸であるＺ軸のサンプリングピッチＺｐの１／１０以下の
分解能でピーク位置の算出が可能である。サンプリングピッチＺｐは、実際にＺｐの等ピ
ッチでステップ的に駆動させるか、Ｚステージ５を等速度で駆動させ、サンプリングピッ
チＺｐになるような時間サンプリングで干渉信号を取り込むようにしても良い。なお、ピ
ークの位置を計測する方法として、公知の技術であるＦＤＡ（ＵＳ特許登録番号：５３９
８１１３）を使用することも出来る。ＦＤＡ法では、フーリエスペクトルの位相勾配を用
いてコントラストのピーク位置を求めている。
【００３６】
　白色干渉方式においては、その分解能を決める鍵は，参照光と計測光の光路長差が０と
なる位置をいかに正確に求めるかにある。そのため、ＦＤＡ法以外に、位相シフト法やフ
ーリエ変換法により白色干渉縞の包絡線を求め，縞コントラストの最大位置から光路差の
ゼロ点を求め方法、位相クロス法等、いくつかの縞解析法が公知の技術として提案されて
いる。
【００３７】
　（実施の形態２）
　続いて、本発明の第２の実施形態として、別の構成例である表面形状計測装置に適用し
た実施形態について説明を行う。図８は、本発明の一側面としての表面形状計測装置２０
０の構成を示す概略図である。表面形状計測装置２００は、計測対象物である基板３の表
面のＺ方向位置を検出する装置であり、以下のように構成される。すなわち、前記光源１
と、第１の偏光板９ａと、光を分岐させるためのビームスプリッタ２ａと、計測対象物３
を保持する基板チャックＣＫと計測対象物の位置を位置合わせするＺステージ５、Ｙステ
ージ６、Ｘステージ７が配置される。さらに、参照ミラー４と、参照ミラー４で反射した
参照光と基板３で反射した計測光とを重ね合わせるためのビームスプリッタ２ｂと、第２
の偏光板９ｂと、ＣＣＤ又はＣＭＯＳなどの撮像素子８を加えた構成となる。基板３はウ
エハであり、その表面にはレジストの膜が形成されている。
【００３８】
　以下、各構成要素の機能ならびに好ましい実施形態についての説明を行う。
【００３９】
　図８において、光源１を発した光は、基板３および参照ミラー４へ入射前に、第１の偏
光板９ａを通る。ビームスプリッタ２ａで分岐された光が等しい入射角度θで基板３と参
照ミラー４にそれぞれ入射する。基板３で反射した計測光と、参照ミラー４で反射した参
照光は、共にビームスプリッタ２ｂに入射する。ここで光源１、入射角度θ、ビームスプ
リッタ、参照ミラーなどは実施形態１と同様なので説明は省略する。なお、ビームスプリ
ッタ２ｂは、ビームスプリッタ２ａと同じものを使用することができる。計測光と参照光
は、第２の偏光板９ｂを通った後に撮像素子８で受光される。計測光と参照光は、基板３
と参照ミラー４の表面で反射した後ビームスプリッタ２ｂで重ね合わされて干渉光となり
、撮像素子８の受光面に入射する。
【００４０】
　以下、光源から干渉信号の取得方法や干渉信号の処理方法に関しては、実施形態１に記
載の方法が、そのまま適用できるので説明は省略する。
【００４１】
　本実施形態では、実施の形態１に比べ、基板３と参照ミラー４での入射前と反射後に、
偏光板９ａ，９ｂをそれぞれ備える。これにより、光源１を発した光は偏光状態を直線偏
光に変えた後に、基板３と参照ミラー４にブリュースター角以上の角度で入射させる。基
板３と参照ミラー４での反射後は、基板３と参照ミラー４への入射偏光と同じ直線偏光と
して受光する。
【００４２】
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　本実施形態において、光源から発した光が撮像素子８で受光されるまでの偏光状態の変
化について図９を用いて説明する。光源１を発した光は、偏光板９ａによってその偏光状
態が直線偏光に変化する。図９では、光源１を発して偏光板９ａを通った光の偏光状態が
＋４５°方向の直線偏光の場合について示す。
【００４３】
　基板３と参照ミラー４の入射角に対する反射光の位相変化は図２のようになる。このた
め、膜の表面から反射した光の偏光の回転方向は変わらず、＋４５°方向の直線偏光のま
まである。一方、膜／基板界面で反射した光と参照ミラー４で反射した光との間には位相
差πが生じるため、膜／基板界面から反射した光は－４５°方向の直線偏光に変化する。
この結果、膜表面と膜／基板界面からの反射光の干渉信号は、＋４５°方向と－４５°方
向の直線偏光の二つの直交する成分となる。基板３と参照ミラー４での反射後に偏光板９
ｂを用いて、＋４５°方向の直線偏光の成分のみを取り出せば、膜／基板界面からの干渉
信号の成分のみを取り出すことができる。同様に、光源１を発して偏光板９ａを通った光
の偏光状態が－４５°方向の直線偏光の場合も同様に、膜／基板界面で反射した光と参照
ミラー４で反射した光との間には位相差πが生じ、膜／基板界面からの干渉信号の成分の
みを取り出すことが可能となる。これより、前記参照ミラー４を用い、入射角度θをブリ
ュースター角以上かつ偏光状態を直線偏光で入射させることで、膜／基板界面からの反射
光の干渉信号の影響を抑制することができる。偏光板を使用するため、実施形態１に比べ
て光量が要求されるが、レジスト裏面反射光の干渉信号を効果的に取り除くことができ、
ウエハ上に塗布されたレジストの表面形状を正確に計測することができる。
【００４４】
　以下、本実施形態の光の偏光状態の好ましい調整方法について説明する。
【００４５】
　計測基板上の薄膜（この場合レジスト）と同じか、屈折率が同等の膜を、数μｍの膜厚
で成膜した基板を、本装置上に搭載して、レジスト裏面反射光の干渉信号の影響が最も小
さくなるようにｓ偏光とｐ偏光の強度比を調整するようにしている。図８の偏光板９ａお
よび偏光板９ｂには不図示の回転駆動部が設けられており、偏光版９ａ，９ｂをそれぞれ
回転させながら、レジスト裏面反射光の干渉信号の強度比を調整する。この調整方法にお
いては、厚いレジストの構造の基板を使用することで、斜入射白色干渉計のレジスト表面
反射光の干渉信号とレジスト裏面反射光の干渉信号とを分離させることができる。また、
基板を搭載する替わりに、ウエハステージ上に設けられた基準マーク３９上に計測対象基
板上の膜に近い屈折率の膜を数μｍ以上の厚さで成膜した構造を作製しておいて、この基
準マークを使用して、上述の偏光状態の調整をすることも出来る。このように、分離させ
たレジスト裏面反射光の干渉信号の前記強度比を調整することで、レジスト裏面反射光の
干渉信号の影響を抑制することが可能となる。
【００４６】
　なお、光源からの光の偏光状態を調整する際は、偏光板を回転させるかわりに、偏光板
の後ろに、回転駆動部を有するλ／２板を設けて、このλ／２板を回転させて調整するこ
とも出来る。レジスト表面位置計測の場合、レジスト表面反射光の干渉信号がシグナル（
Ｓ）であって、レジスト裏面反射光の干渉信号がノイズ（Ｎ）となる。したがって、この
Ｓ／Ｎ比が大きいほど、高精度なレジスト表面形状計測が可能となるため、必要な形状計
測精度に合わせて、前記強度比を調整することになる。例えば、調整すべき強度比の値と
しては、Ｓ／Ｎ比は１０以上であることが望ましく、高精度な計測が必要な場合は、Ｓ／
Ｎ比は２０以上あるいは３０以上が好ましい。このため、本実施形態の場合、偏光板９ａ
を通った直線偏光の光は＋４５°方向および－４５°方向に対して±１°の範囲内で調整
することが望ましい。この理由は、前記直線偏光の光が±４５°方向以外の角度の場合、
膜表面と膜／基板界面からの反射光の干渉信号は直交せず、膜／基板界面からの反射光と
干渉を起こす成分が存在するため、Ｓ／Ｎ比が低下し、高精度な表面形状計測が困難にな
るからである。
【００４７】
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　偏光状態の調整の頻度は、装置出荷時に一度だけ調整し、その後は、光源の交換など、
装置内の部品交換の際に調整するようにしている。又は、計測する基板に合わせて、厚め
（数μｍ）の膜を別途用意して、その厚めの膜が形成された基板を用いて偏光状態を調整
した後に、計測する基板の膜表面形状を計測することも可能である。
【００４８】
　なお、第２の偏光板９ｂが無い場合でも、レジスト表面とレジスト裏面からの反射光は
二つの成分の直線偏光として受光される。このとき、受光した光が直交する二つの成分の
直線偏光である場合には、同位相の参照光とレジスト表面からの反射光でのみ干渉が生じ
るため、レジスト裏面の干渉信号の影響を抑制することができる。干渉信号のコントラス
トの観点から、受光する光は直交する二つの成分の直線偏光であることが好ましい。実際
にはビームスプリッタなどの影響により、位相変化にずれが生じ、完全な直線偏光を得る
ことが容易ではないため、本実施形態では第２の偏光板９ｂを用いてレジスト裏面からの
反射光の影響を抑制している。
【００４９】
　また、基板３上の複数計測領域の形状を計測する場合には、先の実施形態と同様に、Ｘ
ステージ、Ｙステージを駆動して、所定の領域に位置合わせをした後に、干渉信号の取得
、および処理を行うようにしている。
【００５０】
　（実施の形態３）
　続いて、本発明の第３の実施形態として、別の構成例である表面形状計測装置に適用し
た実施形態について説明を行う。図１０は、本発明の一側面としての表面形状計測装置２
００の構成を示す概略図である。表面形状計測装置２００は、計測対象物である基板３の
表面のＺ方向位置を検出する装置であり、以下のように構成される。すなわち、前記光源
１と、第１の偏光板９ａと、第１の波長板１０ａと、光を分岐させるためのビームスプリ
ッタ２ａと、計測対象物３を保持する基板チャックＣＫと計測対象物の位置を位置合わせ
するＺステージ５、Ｙステージ６、Ｘステージ７が配置される。さらに、参照ミラー４と
、参照ミラー４で反射した光と基板３で反射した光を合波させるためのビームスプリッタ
２ｂと、第２の偏光板９ｂと、第２の波長板１０ｂと、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子
８を加えた構成となる。
【００５１】
　以下、詳細に各構成要素の機能ならびに好ましい実施形態について説明を行う。
【００５２】
　図１０において、光源１を発した光は、基板３および参照ミラー４へ入射前に、第１の
偏光板９ａと第１の波長板１０ａを通る。ビームスプリッタ２ａで分岐された光が等しい
入射角度θで基板３と参照ミラー４にそれぞれ入射する。基板３上に照射され、基板３で
反射した計測光と、参照ミラー４上に照射され、参照ミラー４で反射した参照光は、共に
ビームスプリッタ２ｂに入射する。ここで光源１、入射角度θ、ビームスプリッタ、参照
ミラーなどは実施形態１と同様なので詳細な説明は省略する。なお、ビームスプリッタ２
ｂは、ビームスプリッタ２ａと同じものを使用することができる。計測光と参照光は、第
２の波長板１０ｂと、第２の偏光板９ｂを通った後に撮像素子８で受光される。計測光と
参照光は基板３と参照ミラー４の表面で反射した後、撮像素子８の受光面上で重なり、光
の干渉が生じる。
【００５３】
　ここで、波長板はアクロマティックλ／４板とする。アクロマティックλ／４板は、リ
ターデーション特性の異なる二種類の結晶材料のエアスペース構成で組み合わせることに
より、広帯域な波長域において直交する偏光成分間にλ／４の位相差を与えるものであり
、市販されているものを使用することができる。
【００５４】
　以下、光源から干渉信号の取得方法や干渉信号の処理方法に関しては、実施形態１に記
載の方法が、そのまま適用できるので説明は省略する。
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【００５５】
　本実施形態では、実施形態１に比べ、基板３と参照ミラー４での入射前と反射後に、偏
光板９ａと波長板１０ａ、偏光板９ｂと波長板１０ｂをそれぞれ備える。これにより、光
源１を発した光の偏光状態を直線偏光（例えばｐ偏光）から円偏光に変えた後に、基板３
と参照ミラー４に入射角度θで入射させる。また、基板３と参照ミラー４での反射後は先
の直線偏光と同じ方向に振動する光の成分のみを受光するようにしている。
【００５６】
　以下では本実施形態における光の偏光状態の変化を、図１１を用いて説明する。光源１
を発した光の偏光状態は、偏光板９ａによって直線偏光に変わった後に、波長板１０ａに
より円偏光に変化する。図１１では、光源１を発して偏光板９ａと波長板１０ａを通った
光の偏光状態が右回り円偏光の場合について示す。
【００５７】
　参照ミラーを用いた場合、基板３と参照ミラー４の入射角に対する位相変化は図２のよ
うになる。このため、膜表面から反射した光の偏光の回転方向は変わらず、右回り円偏光
のままである。一方、膜／基板界面で反射した光と参照ミラー４で反射した光との間には
位相差πが生じるため、膜／基板界面から反射した光は左回り円偏光に変化する。この結
果、膜表面と膜／基板界面からの反射光の干渉信号は、波長板１０ｂで円偏光を直線偏光
に変えることで、右回りと左回りの円偏光をそれぞれ直線偏光のｐ偏光成分とｓ偏光成分
に変換できる。さらに偏光板９ｂにより、ｐ偏光成分のみを取り出せば、膜／基板界面か
らの干渉信号の成分のみを取り出すことができる。これより、前記参照ミラー４を用い、
入射角度θをブリュースター角以上かつ偏光状態を円偏光で入射させた後に、波長板で直
交する直線偏光成分として偏光板でレジスト反射光成分を取り出すことで、レジスト裏面
の干渉信号の影響を抑制することができる。偏光板と波長版を使用するため、実施形態１
に比べて光量が要求されるが、レジスト裏面からの干渉信号を効果的に取り除くことがで
き、ウエハ上に塗布されたレジストの表面形状を正確に計測することができる。調整方法
として図６で示したように、はじめに表面信号と裏面信号が十分に分離する程度の厚い膜
を基板に形成し、表面信号に対して裏面信号の相対強度が最も小さくなるように、偏光板
９ａ，９ｂと波長板１０ａ，１０ｂの角度を調整するようにしても良い。
【００５８】
　なお、本実施形態において、第２の偏光板９ｂを用いない場合でも、レジスト表面とレ
ジスト裏面からの反射光は直交する二つの成分の直線偏光として受光されるため、同位相
の参照光とレジスト表面からの反射光でのみ干渉が生じる。これにより、レジスト裏面の
干渉信号の影響を抑制することができる。実際にはビームスプリッタなどの影響により、
位相変化にずれが生じ、完全な直線偏光を得ることは容易ではないため、本実施形態では
第２の偏光板９ｂを用いてレジスト裏面からの反射光の影響を抑制している。
【００５９】
　光の偏光状態の調整方法については、偏光板９ａ，９ｂまたは、波長板１０ａ，１０ｂ
に回転駆動部を設けておき、先の実施形態と同様に調整を行う。すなわち、計測する基板
上の薄膜（この場合レジスト）と同じか、屈折率が同等の膜を、数μｍの膜厚で成膜した
基板を、本装置上に搭載する。その後、偏光板９ａ，９ｂまたは、波長板１０ａ，１０ｂ
を回転させ、レジスト裏面反射光の干渉信号の影響が最も小さくなるようにｓ偏光とｐ偏
光の強度比を調整するようにしている。
【００６０】
　基板３面上の複数の測定領域の形状を計測する場合には、先の実施例と同様に、Ｘステ
ージ、Ｙステージを駆動して、所定の領域に位置合わせした後に、干渉信号の取得、およ
び処理を行うようにしている。
【００６１】
　以上、三つの実施形態ではその説明の簡略化のため、レンズ等を使用した場合の実施形
態についての説明は省略してきた。図１２は本発明の一側面としての表面形状計測装置２
００の構成を示す概略図である。以下では、レンズ等により構成される光学系を使用した
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場合の実施形態について図１２を用いて説明する。前記光源１から発した光はコンデンサ
レンズ１１で集光され、透過スリット板３０を通過し、レンズ１２、４２から構成される
結像光学系１６により、ビームスプリッタ２ａで分岐された後に基板３と参照ミラー４の
面上に結像させるようにしている。基板３と参照ミラー４で反射した光はビームスプリッ
タ２ｂで重ね合わせられた後、レンズ５２、６２から構成される結像光学系２４により撮
像素子８に結像させることで、基板３の表面を撮像素子８に結像させてもよい。なお、透
過スリット板３０は計測範囲を規定するために用いる。
【００６２】
　また、上記の三つの実施形態では基板３と参照ミラー４への入射角度が等しい場合につ
いてのみ説明したが、参照ミラー４が前述した条件を満たせば、基板３と参照ミラー４へ
の入射角度は一致していなくてもよい。さらに、干渉信号のコントラスト向上などを目的
とし、基板３と参照ミラー４への入射角度をそれぞれ調整し、基板３と参照ミラー４から
の反射光の干渉信号の強度を変えることもできる。
【００６３】
　（第４の実施形態）
　図１３は、本発明の表面形状計測装置を具備した半導体露光装置のブロック図を示す図
である。図１３に示すように、照明装置８００と、レチクル３１を載置するレチクルステ
ージＲＳと、投影光学系３２と、ウエハ３を載置するウエハステージＷＳと、ウエハステ
ージＷＳ上に配置された基準プレート３９が配置される。加えて、表面位置計測装置３３
と、その演算処理部４００と、表面形状計測装置２００とその演算処理部４１０をと有す
る。表面形状計測装置２００は、第１から第３の実施例のいずれかを用いることが出来る
。なお、本実施形態の中では、それぞれの機能を明確にする目的で、表面位置計測装置３
３をフォーカス計測用装置３３、また、表面形状計測装置２００をフォーカス較正用装置
２００として、以下呼ぶことにする。制御部１１００は、ＣＰＵやメモリを有し、照明装
置８００、レチクルステージＲＳ、ウエハステージＷＳ、フォーカス計測用３３、フォー
カス較正用装置２００と電気的に接続され、露光装置の動作を制御する。制御部１１００
は、本実施形態では、フォーカス計測用装置３３がウエハ３の表面位置を検出する際の計
測値の補正演算及び制御も行う。
【００６４】
　照明装置８００は、転写用の回路パターンが形成されたレチクル３１を照明し、光源部
８００と、照明光学系８０１とを有する。照明光学系８０１は、レチクル３１を均一に照
明する機能や、偏光照明機能を有する。
【００６５】
　光源部８００は、例えば、レーザーを使用する。レーザーは、波長約１９３ｎｍのＡｒ
Ｆエキシマレーザー、波長約２４８ｎｍのＫｒＦエキシマレーザーなどを使用することが
できるが、光源の種類はエキシマレーザーに限定されない。具体的には、波長約１５７ｎ
ｍのＦ２レーザーや波長２０ｎｍ以下のＥＵＶ（Ｅｘｔｒｅｍｅ　ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅ
ｔ）光を使用してもよい。
【００６６】
　照明光学系８０１は、光源部８００から射出した光束を用いて被照明面を照明する光学
系であり、本実施形態では、光束を露光に最適な所定の形状の露光スリットに成形し、レ
チクル２１を照明する。照明光学系８０１は、レンズ、ミラー、オプティカルインテグレ
ーター、絞り等を含み、例えば、コンデンサーレンズ、ハエの目レンズ、開口絞り、コン
デンサーレンズ、スリット、結像光学系の順で配置する。
【００６７】
　レチクル３１は、例えば、石英製で、その上には転写されるべき回路パターンが形成さ
れ、レチクルステージＲＳに支持及び駆動されている。レチクル３１から発せられた回折
光は、投影光学系３２を通り、ウエハ３上に投影される。レチクル３１とウエハ３とは、
光学的に共役の関係に配置される。レチクル３１とウエハ３を縮小倍率比の速度比で走査
することによりレチクル３１のパターンをウエハ３上に転写する。なお、露光装置には、
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不図示の光斜入射系のレチクル検出手段が設けられており、レチクル３１は、レチクル検
出手段によって位置が検出され、所定の位置に配置される。
【００６８】
　レチクルステージＲＳは、図示しないレチクルチャックを介してレチクル３１を支持し
、図示しない移動機構に接続されている。移動機構は、リニアモーターなどで構成され、
Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向及び各軸の回転方向にレチクルステージＲＳを駆動するこ
とでレチクル３１を移動させることができる。
【００６９】
　投影光学系３２は、物体面からの光束を像面に結像する機能を有し、本実施形態では、
レチクル３１に形成されたパターンを経た回折光をウエハ３上に結像する。投影光学系３
２は、複数のレンズ素子からなる光学系、複数のレンズ素子と少なくとも一枚の凹面鏡と
を有する光学系（カタディオプトリック光学系）、複数のレンズ素子と少なくとも一枚の
キノフォームなどの回折光学素子とを有する光学系等の使用が可能である。
【００７０】
　ウエハ３は、被処理体であり、フォトレジストが基板上に塗布されている。なお、本実
施形態では、ウエハ３は、フォーカス計測用装置３３およびフォーカス較正用装置２００
が面位置を検出する被検出体でもある。ウエハ３は、別の実施形態では、液晶基板やその
他の被処理体に置換される。
【００７１】
　ウエハステージＷＳは、図示しないウエハチャックによってウエハ３を支持する。ウエ
ハステージＷＳは、レチクルステージＲＳと同様に、リニアモーターを利用して、Ｘ軸方
向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向及び各軸の回転方向にウエハ３を移動させる。また、レチクルス
テージＲＳの位置とウエハステージＷＳの位置は、例えば、６軸のレーザー干渉計８１な
どにより監視され、両者は一定の速度比率で駆動される。
【００７２】
　続いて、ウエハ３の表面位置（フォーカス）の計測点について説明する。本実施形態で
は、ウエハ３の全域に渡って、スキャン方向（Ｙ方向）にウエハステージＷＳをスキャン
しながら、フォーカス計測用装置３３でウエハ面形状を計測し、スキャン方向と垂直な方
向（Ｘ方向）には、ＷＳステージをΔＸだけステップする。続いて、スキャン方向にウエ
ハの表面位置を計測する動作を繰り返し行うことにより、ウエハ３全面の形状計測を行う
ようにしている。なお、高スループット化のためには、フォーカス計測用装置３３を複数
用いて、ウエハ３上の異なるポイントの面位置を同時に計測するようにしても良い。
【００７３】
　このフォーカス計測用装置３３は光学的な高さ計測システムを使用している。ウエハ表
面に対して高入射角度で光束を入射させ、反射光の像ズレをＣＣＤなどの位置検出素子で
検出する方法をとっている。特に、ウエハ上の複数の計測すべき点に光束を入射させ、各
々の光束を個別のセンサに導き、異なる位置の高さ計測情報から露光すべき面のチルトを
算出している。
【００７４】
　以下に、フォーカス、チルト検出系３３の詳細を説明する。はじめに、フォーカス計測
用装置３３の構成および動作について述べる。図１４において、１０５は光源、１０６は
コンデンサレンズ、１０７は複数の長方形の透過スリットが並んだパターン板、１０８，
１１１はレンズ、１０３がウエハ、１０４がウエハステージ、１０９，１１０はミラー、
１１２はＣＣＤなどの受光素子である。なお、１０２は不図示のレチクルをウエハ上に投
影露光するための縮小投影レンズである。光源１０５から出射した光は、コンデンサレン
ズ１０６により、集光され、パターン板１０７を照明する。パターン板１０７のスリット
を透過した光はレンズ１０８、ミラー１０９を介してウエハ１０３上に所定角度で照射さ
れる。パターン板１０７とウエハ１０３はレンズ１０８に関して結像関係をなし、パター
ン板１０７のスリットの空中像がウエハ上に形成される。ウエハ１０３で反射した光は、
ミラー１１０、レンズ１１１を介して、ＣＣＤ１１２で受光される。ウエハ１０３のスリ
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ット像は、レンズ１１１によりＣＣＤ１１２上に再結像され、１０７ｉのようなパターン
板１０７の各スリットに対応したスリット像からなる信号が得られる。この信号のＣＣＤ
上での位置ずれを検出することにより、ウエハ１０３のＺ方向の位置を計測するようにし
ている。ウエハ表面がＺ方向の位置ｗ１から、ｗ２の位置にｄＺ変化した場合のウエハ３
上の光軸シフト量ｍ１は、入射角度をθｉｎとして、以下の式で表すことができる。
　ｍ１＝２・ｄＺ・ｔａｎθｉｎ　　　　　　　　（１）
　例えば、入射角θｉｎを８４度とすると、ｍ１＝１９＊ｄＺとなり、ウエハの変位を１
９倍に拡大された変位量になる。受光素子上での変位量は（１）式に、光学系の倍率（レ
ンズ１１１によるの結像倍率）が掛け合わされる。
【００７５】
　このようにして構成される本発明の露光装置を用いた露光方法について、詳細に説明す
る。図１５は本発明の露光装置を使用する場合の露光方法の全体のシーケンスを示すフォ
ローチャートである。まず、ステップＳ１でウエハ３を装置に搬入し、ステップＳ１０で
、このウエハに対して、フォーカス計測用装置３３のフォーカス較正を行うかを判断する
。ユーザーが予め、露光装置に登録しておいた「ロットの先頭ウエハであるか、複数ロッ
トの先頭ロットのウエハであるか、フォーカス精度が厳しく求められる工程のウエハであ
るか」などの情報を元に自動的に判断するようにしている。ステップＳ１０でフォーカス
較正が不要と判断されたウエハはステップＳ１０００に進み、通常の露光シーケンスが行
われる。一方、ステップＳ１０で、フォーカス較正が必要と判断された場合、ステップＳ
１００のフォーカス較正シーケンスに進む。
【００７６】
　ステップＳ１００では、図１６に示すフローチャートが実施される。まず、ウエハステ
ージＷＳを駆動させて、フォーカス計測用装置３３の下の基準プレート３９が位置するよ
うに位置決めする。基準プレート３９は、オプティカルフラットと呼ばれる面精度の良い
ガラス板などが使用され、その表面は面位置検出装置３３の計測誤差が発生しないように
、反射率分布のない均一な領域が設けられており、この領域を計測するようにしている。
なお、基準プレート３９は、露光装置の他のキャリブレーション用（例えばアライメント
検出計用や、投影光学系の評価用）に必要な各種較正用マークを設けたプレートの一部を
使用するようにしても良い。ステップＳ１０１で、フォーカス計測用装置３３により基準
プレート３９のＺ方向の位置を検出し、ステップ１０２でその計測値Ｏｍを装置上に格納
する。次にステップＳ１０３では、ウエハステージＷＳを駆動させ、フォーカス較正用装
置２００の下に位置決めした後、基準プレート３９上で、フォーカス計測用装置３３の計
測領域とＸＹ面に関して同じ場所をフォーカス較正用装置２００にて形状計測する。ステ
ップＳ１０４では、その形状計測データＰｍを装置上に格納する。ステップＳ１０５で第
１のオフセット１を算出する。図１４に示すように、フォーカス較正用装置２００の計測
値Ｐｍとフォーカス計測用装置３３の計測値Ｏｍの差として、オフセット１を求める。こ
のオフセット１は、基準プレート３９の光学的に均一な面を計測しているためフォーカス
計測用装置３３の計測誤差が発生しない。よって、このオフセット１は本来ゼロになるべ
きものであるが、ＷＳの走査方向のシステム的なオフセットや、フォーカス計測用装置３
３または、フォーカス較正用装置２００の長期的なドリフトによって生じるものである。
従って、定期的にオフセット１を取得する方が好ましいと言える。
【００７７】
　これで、基準プレート３９を用いたフォーカス較正シーケンスＳ１００を終了する。Ｓ
１００に続いて、ウエハ３のフォーカス較正シーケンスＳ２００を行う。図１６のステッ
プＳ２０１で、ウエハステージＷＳを駆動させて、フォーカス計測用装置３３の計測位置
にウエハ３が位置するように位置決めする。ウエハ３上の計測位置Ｗｐ（ウエハ面内）は
、後述する露光シーケンスの計測位置と一致させて行うこととする。ステップＳ２０１で
、フォーカス計測用装置３３によりウエハ３上計測位置ＷｐのＺ方向の位置を検出し、ス
テップ２０２でその計測値Ｏｗを装置上に格納する。次に、ステップＳ２０３では、ウエ
ハステージＷＳを駆動させて、フォーカス較正用装置２００の下に位置決めした後、ウエ
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ハ３上の計測位置Ｗｐをフォーカス較正用装置２００にて形状計測する。ステップＳ２０
４では、その形状計測データＰｗを装置上に格納する。なお、ウエハ６上の計測点である
Ｗｐは、ウエハ内１点、ショット内１点、ショット内全点、複数ショット内全点、ウエハ
内全点などの各種モードから選択できるようになっている。
【００７８】
　ステップＳ２０５では、第２のオフセット２を算出する。図１７に示すように、フォー
カス較正用装置２００の計測値Ｐｗとフォーカス計測用装置３３の計測値Ｏｗの差として
、オフセット２を、ウエハ３上の計測点Ｗｐ毎に求める。
【００７９】
　更にステップＳ２０６で、ウエハ上の計測ポイント毎に、オフセット２とオフセット１
の差分を取りデータを装置に格納する。ウエハ６上の各計測ポイントにおけるオフセット
量Ｏｐは、下記の式により求めることが出来る。
　Ｏｐ（ｉ）＝［Ｏｗ（ｉ）－Ｐｗ（ｉ）］－（Ｏｍ－Ｐｍ）　　　　（２）
ここで、ｉはウエハ３上の計測位置を表すポイントＮｏである。
これで、ウエハ３のフォーカス較正シーケンスＳ２００を終了する。
【００８０】
　続いて、較正シーケンスＳ１００、Ｓ２００が終了して行われる露光シーケンスＳ１０
００の説明を行う。図１８は、露光シーケンスＳ１０００の詳細を示したものである。図
１８において、ステップＳ１０１０で、ウエハアライメントを行う。ウエハアライメント
は、アライメントスコープ（不図示）により、ウエハ上のマークの位置を検出して、露光
装置に対して、ウエハのＸＹ平面の位置合わせを行うものである。その後ステップＳ１０
１１で、フォーカス計測用装置３３により、ウエハ３上の所定箇所の面位置を計測する。
この所定箇所は、先のウエハ３の較正シーケンスで計測した箇所を含むものになっている
。従って、（２）式に従ったオフセット量Ｏｐ（ｉ）で、計測値を補正してウエハ全面の
形状を計測する。露光装置には、この補正後のウエハ面形状データが保存される。ステッ
プＳ１０１２では、ウエハ３はウエハステージＷＳにより、フォーカス計測用装置３３の
下の位置から、投影レンズ３２の下の露光位置に第１露光ショットが位置するように移動
される。同時に、露光装置の処理手段により、ウエハ３の面形状データを元に、第１露光
ショットの面形状データを作成し、露光像面からのずれ量を算出する。そしてこの露光像
面からのずれ量に基づいたＺ方向および傾き（チルト）方向へのステージ駆動により、ほ
ぼ露光スリット単位でウエハ表面の高さ方向の形状に合わせこむ動作を行う。ステップＳ
１１０３では、露光およびウエハステージＷＳのＹ方向スキャンが行われる。こうして、
第１露光ショットが露光終了するとステップＳ１０１５で未露光ショットの有無を判断し
、未露光ショットが有り場合には、ステップＳ１０１２に戻る。そして第１露光ショット
の場合と同様に次の露光ショットの面形状データを作成して、Ｚ方向および傾き（チルト
）方向へのステージ駆動によりほぼ露光スリット単位でウエハ表面の高さ方向の形状に合
わせこむ動作を行いながら露光が行われる。ステップＳ１０１４で、露光すべきショット
（即ち、未露光ショット）がないかどうかを判断し、未露光ショットがなくなるまで、上
述の動作を繰り返す。全ての露光ショットの露光が終了したら、ステップＳ１０１５でウ
エハ３を回収し、終了する。
【００８１】
　本実施形態では、各ショットの露光直前に、露光ショットの面形状データを作成、露光
像面からのずれ量を算出、ウエハステージの駆動量の算出を行っている。しかし、この各
工程のタイミングについては、第１ショットの露光前に、全ての露光ショットに関して、
面形状データを作成、露光像面からのずれ量を算出、ウエハステージの駆動量の算出を行
うようにしても良い。
【００８２】
　また、ウエハステージＷＳは、シングルステージに限らず、露光時に使用する露光ステ
ージとウエハのアライメントや面形状を計測するための計測ステージの２つを持つ、所謂
、ツインステージの構成としても良い。この場合、フォーカス計測用装置３３およびフォ
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ーカス較正用装置２００は、計測ステージ側に配置することになる。
【００８３】
　最後に、本実施形態のように、露光装置に表面形状計測装置２００を具備した場合の、
表面形状計測装置２００の光の偏光状態の調整方法について説明する。実施形態２で説明
したように、数μｍと厚いレジストを塗布した基板を用いて、光の偏光状態の調整を行っ
ても良いが、ここでは、更に、露光装置の露光光の偏光を基準にした調整方法の実施形態
について説明する。露光装置の照明光学系８０１には、通常、レチクルに照明する偏光状
態を規定するための偏光照明手段が設けられている。そこで、露光装置の出荷時に、この
露光光の偏光を基準にして、表面形状計測装置２００の光の偏光状態を調整している。は
じめに、露光光の照明光学系８０１内の偏光照明手段を用いて、所定の直線偏光（例えば
、ｐ偏光）を作る。次に、回転駆動部を有する偏光板に、この直線偏光の露光光を垂直に
入射させる。更に、偏光板を回転させて、透過率が最大または、最小になる位置を求める
。この状態が、露光光のｐ偏光、またはｓ偏光に相当する偏光状態である。この後、この
偏光板を、表面形状計測装置２００内の光源からの光が垂直に入射するように、取り付け
るようにしている。更に、図８に示す第２の実施形態の表面形状計測装置の場合は、回転
駆動部により偏光板を４５度回転させて調整を終了する。このように、偏光状態の調整を
、特別な基板を準備することなく、露光装置単体で行うことも可能である。
【００８４】
　更に、露光装置出荷時に、表面形状計測装置の偏光状態を露光光の偏光を基準に調整し
た後に、処理するウエハ構造に合わせて、厚膜レジスト基板で偏光状態を、回転駆動部を
使用して微調整することも出来る。
【００８５】
　半導体露光装置の計測、加工の基板であるウエハ上には、複雑な回路パターンや、スク
ライブラインなどが存在するので、反射率分布やローカルチルトなどの発生率が高いため
、反射率分布やローカルチルトによる計測誤差を低減できる本発明の効果は大きいと言え
る。ウエハ表面の面位置が正確に計測できるようになると、最適露光面とウエハ表面のフ
ォーカス合わせの精度が向上することになり、半導体素子の性能向上や、製造歩止まりの
向上にも繋がるという効果もある。
【００８６】
　〔デバイス製造方法の実施例〕
　デバイス（半導体集積回路素子、液晶表示素子等）は、前述の実施例の露光装置を使用
して感光剤を塗布した基板（ウエハ、ガラスプレート等）を露光する工程と、その基板を
現像する工程と、他の周知の工程と、を経ることにより製造される。
【００８７】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の実施形態１としての形状計測装置の構成を示す図である。
【図２】入射角に対する振幅反射率の変化を説明するための図である。
【図３】図１９のシミュレーションの際に用いたモデルを示す図である。
【図４】図２２、図２３のシミュレーションの際に用いたモデルを示す図である。
【図５】（Ａ）（Ｂ）入射角に対するレジスト表裏面反射光の位相変化を示す図である。
【図６】レジスト表裏面反射光の干渉信号を示す図である。
【図７】本発明で得られる干渉信号を示す図である。
【図８】本発明の実施形態２としての形状計測装置の構成を示す図である。
【図９】本発明の実施形態２としての形状計測装置における偏光状態を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態３としての形状計測装置の構成を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態３としての形状計測装置における偏光状態を示す図である。
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【図１２】本発明の一側面としての形状測定装置の構成を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態４における露光方法のフローチャート図である。
【図１４】本発明の実施形態４における表面位置測定装置の構成を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態４における露光シーケンスのフローチャート図である。
【図１６】本発明の実施形態４における較正方法のフローチャート図である。
【図１７】本発明の実施形態４における較正方法を説明する図である。
【図１８】本発明の実施形態４における露光方法のフローチャート図である。
【図１９】従来の表面位置測定装置の課題を説明するための図である。
【図２０】従来の表面位置測定装置で測定される信号プロファイルの例を示す図である。
【図２１】従来の形状測定装置の課題を説明するための図である。
【図２２】従来の形状測定装置の課題を説明するための図である。
【図２３】従来の形状測定装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１、１０５　光源
　２ａ、２ｂ　ビームスプリッタ
　３　基板（計測対象物）
　４　参照ミラー
　５　Ｚステージ
　６　Ｙステージ
　７　Ｘステージ
　８　撮像素子
　９ａ、９ｂ　波長版
　１０ａ、１０ｂ　偏光板
　１１　コンデンサレンズ
　１２、４２、５２、６２、１０６、１１１　レンズ
　１３、２２　開口絞り
　１６、２４　結像光学系
　３０　スリット板
　３０ｉ　スリット像
　３１　レチクル
　３２　投影光学系
　３３　表面位置計測装置
　３９　基準プレート
　８１　６軸レーザー干渉計
　１０３　ウエハ
　１０７　マルチスリット板
　１０９、１１０　ミラー
　１１２　ＣＣＤ
　２００　表面形状計測装置
　４００、４０１　信号処理装置
　８００　露光用光源
　８０１　照明光学系
　ＲＳ　レチクルステージ
　ＷＳ　ウエハステージ
　ＣＫ　チャック
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